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日
刊
（
日
曜
日
、
土
曜
日
、
休
日
休
刊
）

１

目

次

告

示

○
宅
地
建
物
取
引
業
法
に
よ
る
行
政
処
分
に
つ
い
て
の
公
開

の
聴
聞
（
四
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…（
住
宅
政
策
本
部
民
間
住
宅
部
不
動
産
業
課
）…
一

告

示

◉
東
京
都
告
示
第
二
十
六
号

宅
地
建
物
取
引
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
七
十
六
号
）
の

規
定
に
よ
る
行
政
処
分
に
つ
い
て
、
同
法
第
六
十
九
条
第
一
項
及
び

同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
六
条
の
十
五
第
五
項
の

規
定
に
よ
り
、
公
開
の
聴
聞
を
次
の
と
お
り
行
う
。

令
和
八
年
一
月
十
六
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

日
時

令
和
八
年
一
月
二
十
六
日

午
後
一
時
三
十
分

二

場
所

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

東
京
都
住
宅
政
策

本
部
民
間
住
宅
部
聴
聞
室

三

被
聴
聞
者

㈠

商
号

株
式
会
社
翔
家

㈡

代
表
者
氏
名

代
表
取
締
役

石
本

三
遠

㈢

主
た
る
事
務

豊
島
区
池
袋
二
丁
目
四
十
番
十
二
号

所
の
所
在
地

㈣

免
許
証
番
号

東
京
都
知
事
⑻
第
五
九
〇
四
八
号

㈤

免
許
年
月
日

令
和
三
年
六
月
二
十
二
日

◉
東
京
都
告
示
第
二
十
七
号

宅
地
建
物
取
引
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
七
十
六
号
）
の

規
定
に
よ
る
行
政
処
分
に
つ
い
て
、
同
法
第
六
十
九
条
第
一
項
及
び

同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
六
条
の
十
五
第
五
項
の

規
定
に
よ
り
、
公
開
の
聴
聞
を
次
の
と
お
り
行
う
。

令
和
八
年
一
月
十
六
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

日
時

令
和
八
年
一
月
二
十
七
日

午
後
一
時
三
十
分

二

場
所

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

東
京
都
住
宅
政
策

本
部
民
間
住
宅
部
聴
聞
室

三

被
聴
聞
者

㈠

商
号

実
用
根
津
ホ
ー
ム
株
式
会
社

㈡

代
表
者
氏
名

代
表
取
締
役

中
川

英
則

㈢

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

文
京
区
根
津
二
丁
目
十
五
番
十
三
号

㈣

免
許
証
番
号

東
京
都
知
事
⑴
第
一
〇
八
六
八
九
号

㈤

免
許
年
月
日

令
和
四
年
十
二
月
九
日

◉
東
京
都
告
示
第
二
十
八
号

宅
地
建
物
取
引
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
七
十
六
号
）
の

規
定
に
よ
る
行
政
処
分
に
つ
い
て
、
同
法
第
六
十
九
条
第
一
項
及
び

同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
六
条
の
十
五
第
五
項
の

規
定
に
よ
り
、
公
開
の
聴
聞
を
次
の
と
お
り
行
う
。

令
和
八
年
一
月
十
六
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

日
時

令
和
八
年
一
月
二
十
六
日

午
後
三
時
三
十
分

二

場
所

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

東
京
都
住
宅
政
策

本
部
民
間
住
宅
部
聴
聞
室

三

被
聴
聞
者

㈠

商
号

株
式
会
社
リ
ビ
ン
グ
・
ユ
ー
ス

㈡

代
表
者
氏
名

代
表
取
締
役

篠
塚

寿
之

㈢

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

板
橋
区
南
常
盤
台
一
丁
目
三
十
八
番
二
号

㈣

免
許
証
番
号

東
京
都
知
事
⑼
第
五
三
八
四
一
号

㈤

免
許
年
月
日

令
和
四
年
五
月
十
三
日

◉
東
京
都
告
示
第
二
十
九
号

宅
地
建
物
取
引
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
七
十
六
号
）
の

規
定
に
よ
る
行
政
処
分
に
つ
い
て
、
同
法
第
六
十
九
条
第
一
項
及
び

同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
六
条
の
十
五
第
五
項
の

規
定
に
よ
り
、
公
開
の
聴
聞
を
次
の
と
お
り
行
う
。

令
和
八
年
一
月
十
六
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

日
時

令
和
八
年
一
月
二
十
七
日

午
後
三
時
三
十
分

二

場
所

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

東
京
都
住
宅
政
策

本
部
民
間
住
宅
部
聴
聞
室

三

被
聴
聞
者

㈠

商
号

株
式
会
社
タ
ン
グ
ラ
ム

㈡

代
表
者
氏
名

代
表
取
締
役

笠
原

政
和

㈢

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

港
区
芝
浦
四
丁
目
九
番
二
十
五
号

芝
浦
ス

ク
エ
ア
ビ
ル
九
Ｆ

㈣

免
許
証
番
号

東
京
都
知
事
⑵
第
一
〇
三
三
九
九
号

㈤

免
許
年
月
日

令
和
六
年
五
月
十
日
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